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高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する

政令の施行に伴う医療機関等における留意事項について

　後期高齢者医療制度の運営に関して、本年9月9日の与党高齢者医療制度に関するプロジ

ェクトチームによる「平成21年（度）における高齢者医療の負担のあり方について」に基

づき、『長寿医療制度の施行による加入関係の変化に伴う問題について』がとりまとめられ、

これを踏まえ、見直しに係る改正政令が11月21目に公布されたところであります。

　今回の改正は、

　①　月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に移行する場合、移行前と後の医療保険

　　制度において、それぞれ自己負担限度額を支払い、限度額が2倍になるという問題が生

　　じ得る。

　②　後期高齢者医療制度の創設に伴い、一部の方については、世帯構成及び収入が変わら

　　ないにもかかわらず新たに現役並み所得者と判定され、自己負担割合が1割から3割に

　　なるという問題。

について、見直しを行うものであります。

　①に関しては、従前と同様の限度額となるよう75歳に到達した月は、移行前と後の医療

保険制度における自己負担限度額をそれぞれ本来の額の2分の1に設定する取扱いとする

ものであります。

　②に関しては、平成20年4月以降の現役並み所得者の判定方法に変更が生じ、それに伴

い、平成20年8月1日から平成22年7月31日の間については、平成20年8月1目以
降の現役並み所得者の判定について、「世帯内の被保険者」の所得及び収入で判定すること

となるが、この判定基準の変更によって新たに現役並み所得者となった者については、平成

22年7月31目まで『自己負担限度額』を一般（44，400円）に据え置くとの経過措置が

設けられましたことは、平成20年8月8日（保125）　「「診療報酬請求書等の記載要領等

について」の一部改正について」でご案内申し上げましたが、今回の改正において、さらに

自己負担の割合が「1割から3割になる問題」について、従前と同様1割にするという取扱

いとすることになります。

①及び②ともに、平成21年1月から実施されることとなりますので、貴会会員への周知

方ご高配賜わりますようお願い申し上げます。

　なお、詳細につきましては、添付資料の厚生労働省保険局高齢者医療課「事務連絡」をご

参照くださいますようお願いいたします。



《添付資料》

・高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令

　（平20．11．21官報（号外第256号））

・高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行について

〔平2α1L21鱗1111111器差雛葎灘〕

・高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う医療機関等

における留意事項について

　（平20．11．25　事務連絡　厚生労働省保険局高齢者医療課）
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成
二
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一
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。
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こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
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特
定
化
学
物
質
の
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境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
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管
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改
善
の
促
進
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関
す
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成
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境
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排
出
量
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理
の
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善
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促
進
に
関
す
る
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律
第
五
条
第
一
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に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
及
び

移
動
量
（
以
下
「
排
出
量
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
平
成
二
十
三
年
度
以
降
に
お
い
て
届
け
出
る
べ
き
排
出
量
等
に
つ

　
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
把
握
す
べ
き
排
出
量
等
及
び
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
届
け
出
る
ぺ

　
き
排
出
量
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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齢
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介
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。
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。
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受
け
る
者
及
び
そ
の
属
す
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収
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十
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円
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の
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を
受
け
る
者
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す
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に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
者
で
あ
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て
七
十
歳
以
上

　
　
　
七
十
五
歳
未
満
の
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
加
入
者
」
と
い
う
。
）
が

　
　
　
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
加
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者
に
つ
い
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厚
生
労
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令
で
定
め
る
と
こ
ろ
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し
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収
入
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第
十
四
条
第
一
項
中
「
か
ら
次
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
、
次
項
」
を
「
か
ら

第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、

第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
次
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
次
条
第
四
項
第

二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
高
額
療
養
費
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て

　
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
が
、
同
日
の
属
す
る
月
（
同
日
以
後
の
期
間
に
限
る
。
）
に
受
け
た
療
養
（
次
条

　
及
び
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
を
合

　
算
し
た
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
が
、
高
額
療
養
費
算
定
基
準

　
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
当
該
控
除
し
た
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控

　
除
し
た
額
と
す
る
。

　
一
　
被
保
険
者
が
受
け
た
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る

　
　
額
を
合
算
し
た
額

　
二
　
被
保
険
者
が
受
け
た
特
定
給
付
対
象
療
養
に
つ
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
な
お
負
担
す
べ
き
額
を
合
算
し
た

　
　
額

　
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
同
項
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
二
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
六

項
」
に
、
「
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
次
項
第
二
号
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
ぴ
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前

条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に
改
め
、
コ
万
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
五
千
円
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」

に
改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を

「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第
一
項

第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第

三
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
ど
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

　
額
と
す
る
。

　
一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
　
二
万
二
千
二
百
円

　
二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
　
四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た

　
　
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

　
　
　
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を

　
　
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端

　
　
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

　
　
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
　
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

　
三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
　
一
万
二
千
三
百
円

　
四
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
　
七
千
五
百
円

　
第
十
六
条
第
一
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
（
ロ
を
除
く
。
）
中
「
入
院
療
養
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
同
号
二
中
「
第
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
七

十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
口
中
「
前
号
ロ
」
を
「
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
前
号
ハ
」
を
「
第
一
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



14（号外第256号）報官金曜日平成20年11月21日
　
二
　
入
院
療
養
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
限
る
。
）
　
次
の
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

　
　
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
額

　
　
イ
　
ロ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
二
万
二
千
二
百
円

　
　
　
ロ
　
前
号
ロ
に
掲
げ
る
者
　
四
万
五
十
円
と
、
当
該
入
院
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
　
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、

　
　
　
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

　
　
　
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

　
　
　
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。

　
　
　
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

　
　
　
ハ
　
前
号
ハ
に
掲
げ
る
者
　
一
万
二
千
三
百
円

　
　
　
二
　
前
号
二
に
掲
げ
る
者
（
第
十
四
条
第
六
項
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除

　
　
　
く
。
）
　
七
千
五
百
円

　
第
十
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
四
　
前
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
限
る
。
）
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

　
　
　
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

　
　
　
イ
　
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
六
千
円

　
　
　
ロ
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
者
二
万
二
千
二
百
円

　
　
　
ハ
第
一
号
ハ
又
は
第
二
号
二
に
掲
げ
る
者
四
千
円

　
　
第
十
六
条
第
二
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」

　
を
「
第
十
四
条
第
五
項
」
に
、
「
第
十
四
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
」
に
改
め
、

　
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
、
第
二
項
又
は
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
平
成
二
十
二
年
七
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
る
。

　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
十
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2
　
前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　
一
　
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る

　
　
　
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
（
当

　
　
　
該
被
扶
養
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
三
百
八
十
三
万
円
）
に
満
た
な
い
者

　
　
二
　
被
保
険
者
（
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者

　
　
　
に
限
る
。
）
が
い
な
い
者
で
あ
っ
て
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
法
第
三
条
第
七
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
に

　
　
　
至
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月

　
　
　
以
後
五
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
限
り
、
同
日
以
後
継
続
し
て
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

　
　
　
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
前
号
の
厚

　
　
　
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
に
満
た
な
い
者

　
　
第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第

　
七
項
」
に
、
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十

　
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
項
」
を

　
「
第
八
項
」
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る

　
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第

　
四
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
次
条
第
四
項
第
三
号

　
及
び
第
五
項
第
三
号
」
を
「
次
条
第
六
項
第
三
号
及
び
第
七
項
第
三
号
」
に
、
「
前
項
」
を
「
第
三
項
第
一
号
及
び
第

　
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
次
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
次
項
又

　
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

　
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
　
被
保
険
者
が
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
を
受
け
た
場
合
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
若
し
く
は

第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お

　
い
て
、
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
係

　
る
前
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
額

か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
の
う
ち
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
額

を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
か
ら
高

額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
の
合
算
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

　
一
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
、
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
同

　
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
取
得

　
し
た
こ
と
に
よ
り
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
（
第
三
号
に
お
い
て
「
七
十
五
歳
到
達
前
旧

　
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
、
同
日
の
前
日
の
属
す
る
月
（
同
日
以
前
の
期
間
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
「
旧

　
被
保
険
者
七
十
五
歳
到
達
月
」
と
い
う
。
）
に
受
け
た
療
養

二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
、
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
後

　
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
が
、
同
日
の
前
日

　
　
の
属
す
る
月
（
同
日
以
前
の
期
間
に
限
る
。
）
に
受
け
た
療
養

三
　
七
十
五
歳
到
達
前
旧
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
七
十
五
歳
到
達
前
旧
被
保
険
者
が
後
期
高

　
　
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
が
、
当

　
　
該
七
十
五
歳
到
達
前
旧
被
保
険
者
に
係
る
旧
被
保
険
者
七
十
五
歳
到
達
月
に
受
け
た
療
養

第
四
十
一
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
扶
養
者
が
同
一
の
月

　
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
を
当
該
被
扶
養
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
合

　
算
し
た
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定

　
基
準
額
を
控
除
し
た
額
の
合
算
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

　
一
　
被
扶
養
者
が
受
け
た
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲

　
　
げ
る
額
（
一
万
五
百
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
額

　
二
　
被
扶
養
者
が
受
け
た
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
被
扶
養
者
が
な
お
負
担

　
　
す
べ
き
額
（
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
一
万
五
百
円
以
上

　
　
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
額

　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
次
項
第

「
前
条
第
八
項
の
」
に
改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に

「
八
万
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
加
え
、
「
同

　
　
　
　
　
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
額
が
二
十
六
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
六

2
　
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
療
養
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
で
あ
っ
て
、
七

三
号
」
を
「
第
三
項
第
三
号
」
に
、
「
次
項
に
」
を
「
第
三
項
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
条
第
六
項
の
」
を

当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
六
項
」
を
「
前
条
第

八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
五
項
の
」
を
「
前
条
第
七
項
の
」
に
改
め
、

二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
七
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

条
第
四
項
」

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

万
二
千
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
」
を
加
え
、

同
項
第
三
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一

万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に

改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
及
ぴ
第
三
項
並
び
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に
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第

三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前

項
第
三
号
」
を
「
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
の
」
を

「
前
条
第
三
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
　
前
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

　
額
と
す
る
。

　
一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
　
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
　
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

　
二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
　
四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き

　
　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千

　
　
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一

　
　
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で

　
　
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上

　
　
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す

　
　
る
。

　
三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
　
一
万
二
千
三
百
円

　
四
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
　
七
千
五
百
円

　
第
四
十
二
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
の
区
分

　
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
以
外
の
被
保
険
者
　
四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第

　
　
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当

　
　
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）

　
　
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

　
　
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

　
　
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数

　
　
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

　
二
　
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
　
七
万
五
千
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を

　
　
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費

　
　
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
五
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
五
万
円
）
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
た
額
に

　
　
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

　
　
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円

　
　
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
千
七
百

　
　
円
と
す
る
。

　
三
　
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
　
一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

　
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
七
項
」
に
、
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
五
項

ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
二
千
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
口
中
「
前
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
二
号
」

に
改
め
、
「
八
万
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
、

「
額
が
二
十
六
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千

五
百
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
三
項

第
三
号
」
に
改
め
、
「
二
万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

一
万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
二
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、
コ
万
五

千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
七
千
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第

三
号
中
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
七
項
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に

改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
で
あ
っ
て
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
同
号
イ
中
「
八
万
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
五
十
円
」
と
、
「
二
十
六
万
七
千
円
」
と
あ
る
の
は

「
十
三
万
三
千
五
百
円
」
と
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
万
二
千
二
百
円
」
と
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万

円
」
と
あ
る
の
は
「
七
万
五
千
円
」
と
、
「
五
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
五
万
円
」
と
、
「
八
万
三
千
四
百
円
」
と

あ
る
の
は
「
四
万
千
七
百
円
」
と
、
同
号
ハ
中
「
三
万
五
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
コ
万
七
干
七
百
円
」
と
、
「
二

万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
コ
万
二
千
三
百
円
」
と
し
て
同
署
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
号
に
定
め
る
額
）
」

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第

八
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
四
十
一
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
四
十
一
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」

に
改
め
る
。

　
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
二
万

千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第

五
号
中
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
第
六
項
第
二
号
」
を
「
、
第
四
項
第
二
号
、
第
五
項
第
二
号
及
ぴ
第
八
項
第
二
号
」

に
改
め
る
。

　
附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
又
は
法
第
百
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の

　
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給

　
付
対
象
療
養
（
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る

　
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の

　
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

　
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

　
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
第
四
十
一
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ

　
い
て
は
、
第
四
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ

　
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用

　
す
る
。

3
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
第
四
十
一
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ

　
い
て
は
、
第
四
十
二
条
第
四
項
第
一
号
中
「
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ

　
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
二
千
二
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用

　
す
る
。

4
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
第
四
十
一
条
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ

　
い
て
は
、
第
四
十
二
条
第
五
項
第
一
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
コ
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、

　
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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5
　
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
保
険
者
が
同
項

　
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
二
千
百
円
（
七
十

　
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該

　
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二

　
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

　
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
コ
万
二
千
円
」

　
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用

　
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

　
前
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
（
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
を
附

　
則
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
第
一
号
並
び
に
同
条
第
五

　
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
第
二
号
及
ぴ
第
三
号
）
」
と
す
る
。

6
　
第
四
十
三
条
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
が
外
来
療
養
（
第

　
　
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き

　
　
一
部
負
担
金
等
の
額
（
法
第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が

　
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
第
四
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三
条
第
四
項
中
「
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の

　
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
と
し
て
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
を
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項

　
　
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高

　
　
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高

　
　
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
」

　
　
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
四
十
一
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
五
項
」
と
読
み

　
　
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
7
　
前
各
項
の
規
定
は
、
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
当
該
日
雇
特
例
被
保
険
者
を

　
　
被
保
険
者
と
み
な
し
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
該

　
　
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
（
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
高
額
介

　
　
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第

　
　
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
六
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
十
六
万
円
」
と
読

　
　
み
替
え
て
、
第
四
十
三
条
の
二
か
ら
第
四
十
四
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2
　
前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　
一
　
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る

　
　
　
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
（
当

　
　
　
該
被
扶
養
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
三
百
八
十
三
万
円
）
に
満
た
な
い
者

　
　
二
　
被
保
険
者
（
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者

　
　
　
に
限
る
。
）
が
い
な
い
者
で
あ
っ
て
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
法
第
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
に

　
　
　
至
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月

　
　
　
以
後
五
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
閻
に
限
り
、
同
日
以
後
継
続
し
て
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

　
　
　
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
前
号
の
厚

　
　
　
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
に
満
た
な
い
者

　
　
第
九
条
第
一
項
中
「
又
は
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
七

　
項
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時

　
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」

　
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
十
一
条
第
六
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
八
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
次
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五
項
第
三
号
」
を
「
次
条
第
六
項

第
三
号
及
ぴ
第
七
項
第
三
号
」
に
、
「
前
項
」
を
「
第
三
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
二
項
中
「
次
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
次
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
前

項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
　
被
保
険
者
が
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
を
受
け
た
場
合
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
若
し
く
は

　
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お

　
い
て
、
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
係

　
る
前
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
額

　
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
の
う
ち
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
額

　
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
か
ら
高

　
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
の
合
算
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

　
一
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
、

　
　
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
同
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保

　
　
険
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
第
三
号
に
お
い
て
「
七
十
五
歳
到
達
前
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
、

　
　
同
日
の
前
日
の
属
す
る
月
（
同
日
以
前
の
期
間
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
「
被
保
険
者
七
十
五
歳
到
達
月
」

　
　
と
い
う
。
）
に
受
け
た
療
養

　
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
、
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
後

　
　
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
が
、
同
日
の
前
日

　
　
の
属
す
る
月
（
同
日
以
前
の
期
間
に
限
る
。
）
に
受
け
た
療
養

　
三
　
七
十
五
歳
到
達
前
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
七
十
五
歳
到
達
前
被
保
険
者
が
後
期
高
齢
者

　
　
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
が
、
当
該
七

　
　
十
五
歳
到
達
前
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
七
十
五
歳
到
達
月
に
受
け
た
療
養

　
第
九
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
療
養
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
で
あ
っ
て
、
七

　
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
扶
養
者
が
同
一
の
月

　
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
を
当
該
被
扶
養
者
．
こ
と
に
そ
れ
ぞ
れ
合

　
算
し
た
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定

　
基
準
額
を
控
除
し
た
額
の
合
算
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

　
一
　
被
扶
養
者
が
受
け
た
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲

　
　
げ
る
額
（
一
万
五
百
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
額

　
二
　
被
扶
養
者
が
受
け
た
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
被
扶
養
者
が
な
お
負
担

　
　
す
べ
き
額
（
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
一
万
五
百
円
以
上

　
　
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
額

　
第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
次
項
第
三
号
」

を
「
第
三
項
第
三
号
」
に
、
「
次
項
に
」
を
「
第
三
項
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
条
第
六
項
の
」
を
「
前
条

第
八
項
の
」
に
改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
六
項
」
を
「
前
条
第
八
項
」

に
、
「
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
八
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同

条
第
五
項
中
「
前
条
第
五
項
の
」
を
「
前
条
第
七
項
の
」
に
改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第

二
号
及
び
第
三
号
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中

　
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
八
万
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
額

が
二
十
六
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百

円
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
六
万
二
千
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
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特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
の

下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条

第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四

項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い

て
「
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
第
三
項
第
三
号
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
の
」
を
「
前
条
第
三
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
前
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
　
前
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

　
額
と
す
る
。

　
一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
　
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
　
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

　
二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
　
四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き

　
　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千

　
　
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一

　
　
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で

　
　
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上

　
　
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す

　
　
る
。

　
三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
　
一
万
二
千
三
百
円

　
四
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
　
七
千
五
百
円

　
第
十
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
の
区
分

　
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
以
外
の
被
保
険
者
　
四
万
五
十
円
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第

　
　
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当

　
　
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）

　
　
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

　
　
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

　
　
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数

　
　
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

　
二
　
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
　
七
万
五
千
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を

　
　
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費

　
　
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
五
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
五
万
円
）
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
た
額
に

　
　
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

　
　
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円

　
　
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
千
七
百

　
　
円
と
す
る
。

　
三
　
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
　
一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

　
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項

五
十
円
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万

第
二
号
イ
中
「
六
万
二
千
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千

二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
口
中
「
前
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
八
万
百
円
」

の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
、
「
額
が
二
十
六
万
七
千

円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の
ロ

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
「
二

万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
」
を

加
え
、
同
号
二
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、
コ
万
五
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十

五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
七
千
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
定
め
る
額
」

の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
同

項
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
で
あ
っ
て
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
号
イ
中
「
八

万
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
五
十
円
」
と
、
「
二
十
六
万
七
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
三
万
三
千
五
百
円
」
と
、
「
四

万
四
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
万
一
一
千
二
百
円
」
と
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
七
万
五
千
円
」

と
、
「
五
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
五
万
円
」
と
、
「
八
万
三
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
千
七
百
円
」
と
、

同
号
ハ
中
「
三
万
五
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
コ
万
七
千
七
百
円
」
と
、
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
コ

万
二
千
三
百
円
」
と
し
て
同
号
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
号
に
定
め
る
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九

条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」

を
「
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
九
条
第
四
項
か
ら

第
六
項
ま
で
」
を
「
第
九
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
二
万
千
円
」
の
下

に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条

及
び
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
の

被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
法
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
又
は
法
第
三
十
一
条
ノ
ニ
第
二
項

　
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で
の
問

　
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、
こ
れ
ら
の
者
に

　
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け

　
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に

　
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定

　
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す

　
る
。

2
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
第
九
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て

　
は
、
第
十
条
第
三
項
第
一
号
中
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
第
九
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て

　
は
、
第
十
条
第
四
項
第
一
号
中
「
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
二
千
二
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
第
九
条
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て

　
は
、
第
十
条
第
五
項
第
一
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
コ
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の

　
規
定
を
適
用
す
る
。
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5
　
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
社
会
保
険
庁
長
官

　
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
二
千
百
円

　
　
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多

　
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

　
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係

　
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
コ
万

　
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

　
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

　
え
ら
れ
た
前
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
（
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の

　
規
定
を
附
則
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
第
一
号
並
び
に

　
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
第
二
号
及
ぴ
第
三
号
）
」
と
す
る
。

6
　
第
十
一
条
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
が
外
来
療
養
（
第

　
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部

　
負
担
金
等
の
額
（
法
第
三
十
一
条
ノ
六
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が

　
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

　
　
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
四
項
中
「
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に

　
　
よ
る
高
額
療
養
費
と
し
て
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
を
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
の
規
定

　
　
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養

　
　
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養

　
　
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
」
と
、

　
　
同
条
第
五
項
中
「
第
九
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

　
　
す
る
。

　
　
（
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

　
第
五
条
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
高
額
介

　
　
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
　
を
含
む
。
）
中
「
六
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
十
六
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条

　
　
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
第
六
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
十
一
条
の
四
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
の
三
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
十
四
条
の

　
五
ま
で
」
を
、
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
、
第
四
項
各
号
、
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
十
一

　
条
の
三
の
五
第
一
項
第
三
号
、
第
三
項
第
四
号
及
び
第
八
項
」
を
加
え
、
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
並
び
に

　
附
則
第
三
十
四
条
の
三
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
、
附
則
第
三
十
四
条
の
三
並
び
に
附
則
第
三
十
四

　
条
の
四
」
に
改
め
、
「
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
、
」

　
を
削
り
、
「
加
入
者
」
と
」
の
下
に
「
、
「
財
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
私

　
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
、
「
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
団
」
と
」
を
加
え
、

　
「
、
「
財
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
「
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
団
」
と
」
を
削
り
、
同
条
の

　
表
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
の
項
中
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
一
条
の
三
の
四
第
四
項
第
一
号

組
合
員
と
な
つ
た
者

こ
と
と
な
つ
た
加
入
者

七
十
五
歳
到
達
前
組
合
員

七
十
五
歳
到
達
前
加
入
者

組
合
員
七
十
五
歳
到
達
月

加
入
者
七
十
五
歳
到
達
月

第
十
一
条
の
三
の
四
第
四
項
第
三
号

七
十
五
歳
到
達
前
組
合
員

七
十
五
歳
到
達
前
加
入
者

組
合
員
七
十
五
歳
到
達
月

加
入
者
七
十
五
歳
到
達
月

第
十
一
条
の
三
の
四
第
七
項

組
合
員

加
入
者

第
十
一
条
の
三
の
四
第
八
項

組
合
員

加
入
者

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

組
合
の

事
業
団
の

第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
三
号

組
合
員

加
入
者

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

第
十
一
条
の
三
の
五
第
三
項
第
四
号

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

組
合
員

加
入
者

第
六
条
の
表
第
十
一
条
の
三
の
六
第
四
項
の
項
中
「

組
合
員
又
は

加
入
者
又
は

　
を

」

法
第
五
十
六
条
の
二
第

　
三
項

「

組
合
員

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第

三
項

加
入
者

二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
六
条
の
二
第

一

に
改
め
、
同
表
第
十
一
条
の
三
の
六
第
五
項
の
項

を中一　一「
組
合
員

法
第
五
十
七
条
第
四
項

組
合
員

加
入
者

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
第
四
項

加
入
者

一一

に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項

法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号

加
入
者
又
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ハ

附
則
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

附
則
第
三
十
四
条
の
四
第
五
項

組
合
が

事
業
団
が
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附
則
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項

法

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

組
合
員
に

加
入
者
に

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2
　
前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　
一
　
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者

　
　
　
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
（
当
該
被
扶

　
　
　
養
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
三
百
八
十
三
万
円
）
に
満
た
な
い
者

　
　
二
　
組
合
員
（
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に

　
　
　
限
る
。
）
が
い
な
い
者
で
あ
っ
て
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高

　
　
　
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の

　
　
　
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
以
後
五
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
限
り
、
同
日
以
後
継
続
し
て
当

　
　
　
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
い
る
も
の
に
限

　
　
　
る
。
）
及
び
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
前
号
の
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入

　
　
　
の
額
が
五
百
二
十
万
円
に
満
た
な
い
者

　
　
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
中
「
次
項
又
は
第
三
項
」
を
「
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

　
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
次
条
第
五

　
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二

　
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特

　
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
十
一
条
第
六
項
」
を
「
第

　
四
十
一
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第

　
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
次
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五
項

　
第
三
号
」
を
「
次
条
第
六
項
第
三
号
及
び
第
七
項
第
三
号
」
に
、
「
前
項
各
号
」
を
「
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」

　
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
次
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
次
項
又
は
第
五

　
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

　
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
4
　
組
合
員
が
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
を
受
け
た
場
合
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
若
し
く
は
第

　
　
三
号
に
掲
げ
る
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い

　
　
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
係
る
前

　
　
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
金
額
か

　
　
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
の
う
ち
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
金
額
を

　
　
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
金
額
か
ら

　
　
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
の
合
算
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

　
　
一
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
、

　
　
　
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
同
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保

　
　
　
険
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
組
合
員
と

　
　
　
な
っ
た
者
（
第
三
号
に
お
い
て
「
七
十
五
歳
到
達
前
組
合
員
」
と
い
う
。
）
が
、
同
日
の
前
日
の
属
す
る
月
（
同

　
　
　
日
以
前
の
期
間
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
「
組
合
員
七
十
五
歳
到
達
月
」
と
い
う
。
）
に
受
け
た
療
養

　
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
、
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
後

　
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
が
、
同
日
の
前
日

　
　
の
属
す
る
月
（
同
日
以
前
の
期
間
に
限
る
。
）
に
受
け
た
療
養

三
　
七
十
五
歳
到
達
前
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
七
十
五
歳
到
達
前
組
合
員
が
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
が
、
当
該
七
十
五

　
　
歳
到
達
前
組
合
員
に
係
る
組
合
員
七
十
五
歳
到
達
月
に
受
け
た
療
養

第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
組
合
員
の
被
扶
養
者
が
療
養
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
で
あ
っ
て
、
七
十

歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に

　
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
係
る
次
に
掲
げ
る
金
額
を
当
該
被
扶
養
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
合

算
し
た
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
金
額
か
ら
高
額
療
養
費

算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
の
合
算
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

　
一
　
被
扶
養
者
が
受
け
た
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲

　
　
げ
る
金
額
（
一
万
五
百
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
金
額

　
二
　
被
扶
養
者
が
受
け
た
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
被
扶
養
者
が
な
お
負
担

　
　
す
べ
き
額
（
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
一
万
五
百
円
以

　
　
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
金
額

　
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
中
「
次
項
第
三
号
」
を
「
第
三
項
第
三
号
」
に
、
「
次
項
に
」
を
「
第
三
項
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前

条
第
六
項
の
」
を
「
前
条
第
八
項
の
」
に
改
め
、
「
金
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

「
前
条
第
六
項
」
を
「
前
条
第
八
項
」
に
、
「
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
八
項
第
二
号
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
五
項
の
」
を
「
前
条
第
七
項
の
」
に
改
め
、
「
金
額
」

の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
七
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
八
万
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
加
え
、
「
同

条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
額
が
二
十
六
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
六

万
二
千
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
」
を
加
え
、

同
項
第
三
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一

万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に

改
め
、
「
金
額
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
三
の

六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」

を
「
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項

の
」
を
「
前
条
第
三
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改

め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
　
前
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

　
金
額
と
す
る
。

　
一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
　
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
　
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。



20（号外第256号）報官金曜日平成20年11月21日

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
　
四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食

　
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た

　
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千

　
　
五
百
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に

　
　
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額

　
　
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額

　
　
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
　
一
万
二
千
三
百
円

　
四
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
　
七
千
五
百
円

第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
組
合
員
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
組
合
員
以
外
の
組
合
員
　
四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号

　
　
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
財
務
省
令
で
定

　
　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い

　
　
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金

　
　
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、

　
　
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

　
　
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百

　
　
円
と
す
る
。

　
二
　
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
組
合
員
　
七
万
五
千
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を

　
　
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
及
ぴ
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
五
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
五
万
円
）

　
　
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

　
　
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の

　
　
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ

　
　
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
と
す
る
。

　
三
　
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
組
合
員
　
一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ

　
　
つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

　
第
十
一
条
の
三
の
六
籍
一
項
中
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
七
項
」
に
、
「
第
三

項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
八
万
百
円
」
の
下
に
「
（
組
合
員
の
被
扶
養
者
が
受
け

た
療
養
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
で
あ
っ
て
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
療
養
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五

十
円
）
」
を
、
「
額
が
二
十
六
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達

前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
口
中
「
十
五
万
円
」
の
下
に
「
（
特

例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
七
万
五
千
円
）
」
を
、
「
額
が
五
十
万
円
」
の
下
に
「
（
特

例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
十
五
万
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
、
「
八
万
三
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
千
七

百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
三
万
五
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
」
を
、
「
二
万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に

係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
二
千
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五

歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十

五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
前
条
第
二
項

第
二
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
八
万
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
、
「
額
が
二
十
六
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に

係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下

に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
前

条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
「
二
万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
二
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
前

条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、
コ
万
五
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
七
千
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
金
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
）
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
七
項
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第

五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
第
十
一
条

の
三
の
四
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
口
中
「
二
万
千

円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五

号
中
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以

下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
三
十
四
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
四
条
の
四
　
法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
組
合
員
又
は
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第

　
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で
の
間
に
、

　
特
定
給
付
対
象
療
養
（
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、
こ
れ
ら

　
の
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

　
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対

　
象
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

　
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
附
則
第

　
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同

　
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2　
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
四
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
三
項
第
一
号
中
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

　
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項

　
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
四
項
第
一
号
中
「
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

　
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
二
千
二
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項

　
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
五
項
第
一
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
コ
万
二
千
円
」
と

　
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
項
に
規
定
す
る
第
二
号
医
療
機
関
等
に
支
払
う
金
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
二

　
千
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
。
た
だ
し
、
高
額
療

　
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

　
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療

　
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は

　
コ
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三

　
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
（
同
項
第
二
号
又
は

　
第
三
号
の
規
定
を
附
則
第
三
十
四
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前

　
項
第
一
号
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
第
二
号
及
ぴ
第
三
号
）
」
と
、
同
条
第
三
項

　
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
三
十
四
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
す
る
。

3
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
四
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

4
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
四
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

5
　
第
十
一
条
の
三
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
つ
い
て
組
合
が
同
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6
　
第
十
一
条
の
三
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項

　
　
の
規
定
並
び
に
第
十
一
条
の
三
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
第
四
項
か
ら

　
　
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
が
外
来
療
養
（
第
十
一
条
の
三
の
四
第
五

　
　
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等

　
　
の
額
（
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か

　
　
つ
た
と
き
の
第
十
一
条
の
三
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

　
　
に
お
い
て
、
第
十
一
条
の
三
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
の

　
　
規
定
及
び
第
十
一
条
の
三
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
中

　
　
「
組
合
員
に
支
給
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
国
家
公
務

　
　
員
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療

　
　
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合

　
　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

　
第
三
十
四
条
の
五
　
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係

　
　
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び

　
　
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
六
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
十
六
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、

　
　
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
第
四
号
」
に

　
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
3
　
前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　
一
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
療
養
の
給

　
　
　
付
を
受
け
る
も
の
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ

　
　
　
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

　
　
　
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
三

　
　
　
百
八
十
三
万
円
）
に
満
た
な
い
者

　
　
二
　
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
者
（
そ
の
属
す
る
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
者
で
あ
っ
て
第
二
十
九
条

　
　
　
の
七
第
二
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
九
条
の
七
第

　
　
　
二
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に
つ
い
て
前
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
　
り
算
定
し
た
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
に
満
た
な
い
者

　
　
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
三
項
」

　
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
次
条
第
六
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係

　
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」

　
の
下
に
「
（
次
条
第
六
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」

　
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
六
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
八

　
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
次
条
第
五
項
第

　
三
号
」
を
「
次
条
第
七
項
第
三
号
」
に
、
「
前
項
」
を
「
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五

　
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
次
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
次
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

　
中
「
前
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を

　
加
え
る
。

　
4
　
被
保
険
者
が
次
に
掲
げ
る
療
養
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
療
養
に
あ
っ
て
は
、
七
十
歳
に
達
す
る

　
　
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ

　
　
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
当
該
療
養
に
係
る
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
当
該
被
保
険
者

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
の
う
ち
当
該
被
保
険
者

に
係
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た

額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
の
合
算
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

　
一
　
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
、
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
高
齢
者
医
療
確
保
法

　
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
取
得
し

　
た
こ
と
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
が
、
同
日
の
前
日
の
属
す
る
月
（
同
日
以

　
前
の
期
間
に
限
る
。
）
に
受
け
た
療
養

二
　
被
用
者
保
険
被
保
険
者
（
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
健
康
保
険
法
施
行

　
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険

　
者
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
、
船
員
保
険
の
被
保
険

　
者
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

　
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭

　
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
を
い
う
。
以
下

　
　
こ
の
号
及
び
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
五
十
二
条
第

　
　
一
号
に
該
当
し
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お

　
　
い
て
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
当
該
被
用
者
保
険
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
（
健
康
保
険

　
法
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
他
の
法
律
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
を
い
う
。
第
二
十

　
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
五
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
が
、
同
日
の
属
す
る
月
（
同
日
以

　
後
の
期
間
に
限
る
。
）
に
受
け
た
療
養

三
　
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
が
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
後
期
高
齢
者
医
療
の

　
　
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
組
合
の
被

　
　
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
当
該
組
合
員
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
組
合
員
以
外
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
、

　
　
同
日
の
前
日
の
属
す
る
月
（
同
日
以
前
の
期
間
に
限
る
。
）
に
受
け
た
療
養

　
四
　
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
が
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
後
期
高
齢
者
医
療
の

　
　
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
組
合
以
外

　
　
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
当
該
組
合
員
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
組
合
員
以
外
の
被
保

　
　
険
者
で
あ
っ
た
者
が
、
同
日
の
属
す
る
月
（
同
日
以
後
の
期
間
に
限
る
。
）
に
受
け
た
療
養

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
被
保
険
者
が
療
養
（
次
条
第
六
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
で
あ
っ
て
、
七
十
歳
に
達
す

　
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ

　
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
当
該
療
養
に
係
る
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
当
該
被
保
険
者
ご
と

　
に
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
額
か
ら
高

　
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
の
合
算
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

　
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第

「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第

七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項

三
項
第
三
号
」
を
「
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
条
第
五
項
の
」
を
「
前
条
第
七
項
の
」
に
改

め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
七
項
」
に
、
「
第
四
十
二

条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
八
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前

条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
八
万
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
額
が
二

十
六
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
六
万
二
千
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
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各
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
及
ぴ
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
七
十
五
歳
到

達
時
特
例
対
象
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
」

を
「
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二
項
の
」
を
「
前
条
第
三
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二

項
第
一
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

5
　
前
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

　
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
　
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
　
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

　
二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
　
四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ

　
　
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三

　
　
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の

　
　
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満

　
　
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り

　
　
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と

　
　
す
る
。

　
三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
　
一
万
二
千
三
百
円

　
四
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
　
七
千
五
百
円

　
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
　
前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

　
め
る
額
と
す
る
。

　
一
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に

　
　
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万

　
　
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分

　
　
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

　
　
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切

　
　
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円

　
　
と
す
る
。

　
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
七
万
五
千
円
と
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に

　
　
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
五

　
　
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
五
万
円
）
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ

　
　
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合

　
　
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
と
す
る
。

　
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
　
一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ

　
　
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

　
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
八
万
百
円
」

の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
、
「
額
が
二
十
六
万
七
干

円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
七
万
五
千
円
）
」
を
、
「
額
が
五
十
万
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
二
十
五
万
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
八
万
三
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳

到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
三
万
五
千
四
百
円
」

の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
」
を
、
「
二
万
四
千
六
百

円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項

第
二
号
イ
中
「
六
万
二
千
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千

五
十
円
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万

二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
前
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
前
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
八
万
百
円
」

の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
、
「
額
が
二
十
六
万
七
千

円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の
ロ

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
、
「
二

万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
」
を

加
え
、
同
号
二
中
「
前
条
第
三
項
第
四
号
」
を
「
前
条
第
四
項
第
四
号
」
に
改
め
、
コ
万
五
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十

五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
七
千
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
定
め
る
額
」

の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
第
七
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
又
は
第
五
項
」

を
「
第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
又
は
第
五
項
」

を
「
第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
口
中
「
二
万
千
円
」

の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
五
　
基
準
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
基
準
日
世
帯
主
等
又
は
基
準
日
世
帯
員
が
計
算
期
間
に
お
け
る
被
用
者

　
　
保
険
被
保
険
者
等
（
被
用
者
保
険
被
保
険
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び

　
　
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
が
受
け
た
療
養
又
は
そ
の
被
扶
養

　
　
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
つ
い
て
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
に
相
当

　
　
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
算
額

　
附
則
第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
の
二
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か

　
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特

　
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

　
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
」
と

　
い
う
。
）
に
係
る
第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」

　
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療

　
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
係
る
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に

　
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
中
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

　
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規

　
定
を
適
用
す
る
。

3
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
係
る
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に

　
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
三
第
五
項
第
一
号
中
「
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

　
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
コ
一
万
二
千
二
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規

　
定
を
適
用
す
る
。

4
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
係
る
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に

　
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
三
第
六
項
第
一
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
コ
万
二
千
円
」
と
読
み

　
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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5
　
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
保
険
者
が
同

　
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
二
千
百
円
（
七
十

　
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該

　
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二

　
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

　
　
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
コ
万
二
千
円
」

　
　
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

　
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
す
る
。

6
　
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
が
外
来
療
養

　
　
（
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
の
規
定
に
よ
り
支

　
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ

　
　
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い

　
　
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
中
「
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
第
二
十

　
　
九
条
の
二
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
と
し
て
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
支
給
す
べ
き
額
に
相

　
　
当
す
る
額
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負

　
　
担
金
等
の
額
か
ら
附
則
第
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き

　
　
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
六

　
　
項
又
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

　
第
二
条
の
三
　
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
高

　
　
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
三
項
第
一
号
中
「
六
十
二
万
円
」
と
あ
る

　
　
の
は
、
「
五
十
六
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
第
二
十
九
条
の
四
の
二
か
ら
第
二
十
九
条
の
四
の
四
ま
で
の
規
定
を
適

　
　
用
す
る
。

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　
正
す
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2
　
前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　
一
　
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者

　
　
　
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
（
当
該
被
扶

　
　
　
養
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
三
百
八
十
三
万
円
）
に
満
た
な
い
者

　
　
二
　
組
合
員
（
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に

　
　
　
限
る
。
）
が
い
な
い
者
で
あ
っ
て
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高

　
　
　
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の

　
　
　
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
以
後
五
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
問
に
限
り
、
同
日
以
後
継
続
し
て
当

　
　
　
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
い
る
も
の
に
限

　
　
　
る
。
）
及
び
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
前
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入

　
　
　
の
額
が
五
百
二
十
万
円
に
満
た
な
い
者

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
中
「
次
項
又
は
第
三
項
」
を
「
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

　
中
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
次
条
第

　
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第

　
二
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時

　
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
十
一
条
第
六
項
」
を

　
「
第
四
十
一
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項

中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
次
条
第
四
項
第
三
号
及
び

第
五
項
第
三
号
」
を
「
次
条
第
六
項
第
三
号
及
び
第
七
項
第
三
号
」
に
、
「
前
項
各
号
」
を
「
第
三
項
第
一
号
及
び
第

二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
次
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
次
項
又

は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
　
組
合
員
が
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
を
受
け
た
場
合
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
若
し
く
は
第

　
三
号
に
掲
げ
る
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い

　
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
係
る
前

　
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
金
額
か

　
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
の
う
ち
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
金
額
を

　
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
金
額
か
ら

　
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
の
合
算
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

　
一
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
、

　
　
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
同
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保

　
　
険
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
組
合
員
と

　
　
な
っ
た
者
（
第
三
号
に
お
い
て
「
七
十
五
歳
到
達
前
組
合
員
」
と
い
う
。
）
が
、
同
日
の
前
日
の
属
す
る
月
（
同

　
　
日
以
前
の
期
間
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
「
組
合
員
七
十
五
歳
到
達
月
」
と
い
う
。
）
に
受
け
た
療
養

　
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
第
一
号
に
該
当
し
、
月
の
初
日
以
外
の
日
に
お
い
て
後

　
　
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
が
、
同
日
の
前
日

　
　
の
属
す
る
月
（
同
日
以
前
の
期
間
に
限
る
。
）
に
受
け
た
療
養

　
三
　
七
十
五
歳
到
達
前
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
七
十
五
歳
到
達
前
組
合
員
が
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
が
、
当
該
七
十
五

　
　
歳
到
達
前
組
合
員
に
係
る
組
合
員
七
十
五
歳
到
達
月
に
受
け
た
療
養

　
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
組
合
員
の
被
扶
養
者
が
療
養
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
で
あ
っ
て
、
七
十

　
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に

　
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
係
る
次
に
掲
げ
る
金
額
を
当
該
被
扶
養
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
合

　
算
し
た
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
金
額
か
ら
高
額
療
養
費

　
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
の
合
算
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

　
一
　
被
扶
養
者
が
受
け
た
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲

　
　
げ
る
金
額
（
一
万
五
百
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
金
額

　
二
　
被
扶
養
者
が
受
け
た
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
被
扶
養
者
が
な
お
負
担

　
　
す
べ
き
額
（
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
一
万
五
百
円
以

　
　
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
金
額

　
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
次
項
第
三
号
」
を
「
第
三
項
第
三
号
」
に
、
「
次
項
に
」
を
「
第
三
項
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前

条
第
六
項
の
」
を
「
前
条
第
八
項
の
」
に
改
め
、
「
金
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

　
「
前
条
第
六
項
」
を
「
前
条
第
八
項
」
に
、
「
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
八
項
第
二
号
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
五
項
の
」
を
「
前
条
第
七
項
の
」
に
改
め
、
「
金
額
」

の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
七
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

　
「
八
万
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
加
え
、
「
同

条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
額
が
二
十
六
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
六
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万
二
千
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
」
を
加
え
、

同
項
第
三
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一

万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に

改
め
、
「
金
額
」
の
下
に
「
（
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三

の
六
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を

「
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
前
項
第
三
号
」
を
「
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
の
」

を
「
前
条
第
三
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
　
前
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

　
金
額
と
す
る
。

　
一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
　
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
　
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

　
二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
　
四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食

　
　
事
療
養
及
ぴ
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た

　
　
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千

　
　
五
百
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に

　
　
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額

　
　
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額

　
　
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

　
三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
　
一
万
二
千
三
百
円

　
四
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
　
七
千
五
百
円

　
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
組
合
員
の
区
分
に

　
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
　
　
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
組
合
員
以
外
の
組
合
員
　
四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号

　
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い

と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金

額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、

　
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百

　
円
と
す
る
。

合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
及
ぴ
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
五
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
五
万
円
）

　
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

　
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の

　
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ

　
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
と
す
る
。

　
つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

二
　
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
組
合
員
　
七
万
五
千
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を

三
　
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
組
合
員
　
一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ

第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
五
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
七
項
」
に
、

「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
八
万
百
円
」
の
下
に
「
（
組
合
員
の
被
扶
養
者

が
受
け
た
療
養
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
で
あ
っ
て
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
療
養
に

限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

四
万
五
十
円
）
」
を
、
「
額
が
二
十
六
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

っ
て
は
、
十
三
万
三
干
五
百
円
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
特
例
月
七

十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」

の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
七
万
五
千
円
）
」
を
、
「
額
が
五
十
万
円
」

の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
十
五
万
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
を
、
「
八
万
三
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

四
万
千
七
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
三
万
五
千
四
百
円
」
の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養
者
療
養
に

係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
」
を
、
「
二
万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
特
例
月
七
十
歳
到
達
前
被
扶
養

者
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
二
千
百
円
」
の
下
に

「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
」
を
、
「
四
万
四
干
四
百
円
」
の

下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
前

条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
八
万
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療

養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
」
を
、
「
額
が
二
十
六
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対

象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
四
万
四
千
四
百

円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号

ハ
中
「
前
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
「
二
万
四
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到

達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
二
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」

を
「
前
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、
コ
万
五
千
円
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
七
千
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
金
額
」
の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
五
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
七
項
」
に
、
「
第
三
項
」

を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
第

二
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
改
め

る
。

　
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
二
万
千
円
」

の
下
に
「
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中

「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
後

期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
五
十
二
条
の
五
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
十
二
条
の
五
の
二
　
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
組
合
員
又
は
法
第
五
十
九
条
第
二

　
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で
の

　
間
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、

　
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚

　
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度
特
例

　
措
置
対
象
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に

　
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三

　
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み

　
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準

　
額
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
三
項
第
一
号
中
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回

　
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、

　
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。



（号外第256号）報官金曜日平成20年11月21日25
3
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準

　
額
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
四
項
第
一
号
中
「
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回

　
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
二
千
二
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、

　
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4
　
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準

　
額
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
五
項
第
一
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
コ
万
二
千
円
」

　
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
つ
い
て
組
合
が

　
同
項
に
規
定
す
る
第
二
号
医
療
機
関
等
に
支
払
う
金
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
六
万

　
　
二
千
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
。
た
だ
し
、
高
額

　
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

　
　
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

　
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の

　
　
は
コ
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第

　
　
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
（
同
項
第
二
号
又

　
　
は
第
三
号
の
規
定
を
附
則
第
五
十
二
条
の
五
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
は
、
前
項
第
一
号
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
）
」
と
、
同
条

　
第
三
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
十
二
条
の
五
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」

　
　
と
す
る
。

　
6
　
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四

　
　
項
の
規
定
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
九
条
第
四
項

　
　
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
が
外
来
療
養
（
第
二
十
三
条
の
三
の

　
　
三
第
五
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負

　
　
担
金
等
の
額
（
法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行

　
　
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す

　
　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八

　
　
条
の
二
第
三
項
の
規
定
及
ぴ
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
九

　
　
条
第
五
項
の
規
定
中
「
組
合
員
に
支
給
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
一
部
負
担
金
等

　
　
の
額
か
ら
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
五
十
二
条
の
五
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費

　
　
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費

　
　
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て
」
と
読

　
　
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
平
成
二
十
一
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

　
第
五
十
二
条
の
五
の
三
　
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養

　
　
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及

　
　
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
六
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
十
六
万
円
」
と
読
み
替
え

　
　
て
、
第
二
十
三
条
の
三
の
六
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
の
八
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る

　
　
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

　
第
十
一
条
　
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

　
　
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

　
　
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
三
第
七
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
（
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お

　
　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
六
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
十
六
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
第
二
十
二

　
　
条
の
三
（
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
輯
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則

　
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
条
中
船
員
保
険
法
施
行
令
附
則
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
条
中
私
立

　
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第
六
条
の
表
以
外
の
部
分
の
改
正
規
定
（
「
第
十
一
条
の
四
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
の

　
三
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
十
四
条
の
五
ま
で
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
並
び
に
附

　
則
第
三
十
四
条
の
三
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
、
附
則
第
三
十
四
条
の
三
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条

　
の
四
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
条
中
国
家
公
務
員
共
済

　
組
合
法
施
行
令
附
則
第
三
十
四
条
の
三
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
六
条
中
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
附

　
則
第
二
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
七
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
五
十
二
条
の

　
五
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
八
条
の
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
次
条
に
お
い
て
「
新
高

　
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
三
項
及
ぴ
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
（
他
の
法
令
に

　
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
療
養
を
受
け
る
日
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

　
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
前
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
高
齢
者
の
医

　
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一

　
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お

　
け
る
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
項
（
平
成
二

　
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確

　
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に

　
よ
る
改
正
前
の
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
（
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支

　
給
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
四
条
第
二
項
又
は
附
則
第
五
条
第
一

　
項
と
し
、
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
一
条
の

　
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
四
条
第
二
項
又
は
附
則
第
六
条
第
一
項
と
す
る
。
）
）
」
と
す
る
。

2
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
高
齢
者
の
医
療
の

　
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を

　
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る

　
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
六
項
」

　
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
項
（
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に

　
あ
っ
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三

　
百
五
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
）
」
と
す
る
。

　
　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
令
（
次
条
及
ぴ
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
新
健
保
令
」

　
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
（
他
の
法

　
令
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
を

　
受
け
る
日
が
施
行
日
前
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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第
五
条
健
康
保
険
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
又
は
同
法
第
百
十
条
第
二
項
第

　
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付
対
象

　
療
養
（
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第

　
一
項
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
以
後
平
成
二

　
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
新
健
保
令
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養

　
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

　
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行

　
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
新
健
保
令
第
四
十
一
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費

　
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
健
保
令
第
四
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費

　
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
読
み
替
え

　
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
新
健
保
令
第
四
十
一
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費

　
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
健
保
令
第
四
十
二
条
第
四
項
第
一
号
中
「
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費

　
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
二
千
二
百
円
」
と
読
み
替
え

　
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
新
健
保
令
第
四
十
一
条
第
五
項
の
高
額
療
養
費

　
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
健
保
令
第
四
十
二
条
第
五
項
第
一
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
コ
万

　
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
新
健
保
令
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
つ
い

　
て
保
険
者
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
二

　
千
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費

　
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

　
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る

　
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
コ
万
二
干

　
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適

　
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一

　
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条

　
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
（
同

　
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
を
改
正
令
附
則
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ

　
て
は
、
第
一
項
第
一
号
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
第
二
号
及
ぴ
第
三
号
）
」
と
す

　
る
。

6
　
新
健
保
令
第
四
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者

　
等
が
外
来
療
養
（
新
健
保
令
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
健

　
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
同
法
第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金

　
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
新
健
保
令
第
四
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高

　
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条
第
四
項
中
「
当
該
療
養
に

　
要
し
た
費
用
の
う
ち
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
と
し
て
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き

　
額
に
相
当
す
る
額
を
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
等

　
の
額
か
ら
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百

　
五
十
七
号
）
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費

　
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ

　
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
四
十
一
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」

　
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

7
　
前
各
項
の
規
定
は
、
健
康
保
険
法
施
行
令
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
当
該
日
雇

　
特
例
被
保
険
者
を
被
保
険
者
と
み
な
し
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措

　
置
対
象
被
保
険
者
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
条
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法

　
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平

　
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
健
保
令
第
四
十
三

　
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
新
健
保
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
ま
で

　
の
規
定
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
高

　
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）

　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
（
同
条
第
一
項
の
規
定
を
附
則
第

　
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

　
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

　
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
又
は
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
）
）
」
と
す
る
。

2
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規

　
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二

　
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の

　
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
ま
で
の
規
定
（
平
成
二

　
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確

　
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に

　
よ
る
改
正
前
の
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
）
」
と
す
る
。

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
令
（
次
条
及
ぴ
附
則
第
九
条
に
お
い
て
「
新
船
保
令
」

　
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
（
他
の
法
令
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含

　
む
。
）
は
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
前
の
場
合
に

　
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
八
条
　
船
員
保
険
法
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
又
は
同
法
第
三
十
一
条
ノ

　
ニ
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
に
、
特

　
定
給
付
対
象
療
養
（
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第

　
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日

　
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
新
船
保
令
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高

　
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正

　
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給

　
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
新
船
保
令
第
九
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定

　
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
令
第
十
条
第
三
項
第
一
号
中
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該

　
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項

　
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
新
船
保
令
第
九
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定

　
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
令
第
十
条
第
四
項
第
一
号
中
「
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該

　
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
二
干
二
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項

　
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
新
船
保
令
第
九
条
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定

　
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
令
第
十
条
第
五
項
第
一
号
中
「
二
万
四
干
パ
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
コ
万
二
千
円
」

　
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
新
船
保
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
つ
い
て

　
社
会
保
険
庁
長
官
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六

　
万
二
千
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
。
た
だ
し
、
高
額

　
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
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あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
一

万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令

等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則

第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

各
号
（
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
を
改
正
令
附
則
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
第
一
号
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三

　
号
）
」
と
す
る
。

6
　
新
船
保
令
第
十
一
条
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等

が
外
来
療
養
（
新
船
保
令
第
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
船
員
保
険

法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
同
法
第
三
十
一
条
ノ
六
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等

　
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
新
船
保
令
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養

　
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
船
保
令
第
十
一
条
第
四
項
中
「
当
該
療
養
に
要
し
た
費

　
用
の
う
ち
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
と
し
て
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き
額
に
相
当

　
す
る
額
を
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）

　
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百

　
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）

　
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
九
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第

　
九
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法

　
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平

　
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
船
保
令
第
十
一
条

　
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に

　
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
ま
で
の
規
定
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一

　
日
ま
で
の
問
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部

　
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
九
条
第
一
項
か
ら

　
第
三
項
ま
で
の
規
定
（
同
条
第
一
項
の
規
定
を
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に

　
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
九
条
第
一
項
の
規
定

　
若
し
く
は
同
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
九
条
第
三
項
の
規
定
又
は
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
）
）
」
と

　
す
る
。

2
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規

　
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二

　
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二

　
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
ま
で
の
規
定
（
平
成
二
十

　
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

　
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ

　
る
改
正
前
の
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
）
」
と
す
る
。

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
次
条
及
ぴ
附
則
第
十
二
条
に
お
い
て

　
「
新
国
共
済
令
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
及
ぴ
第
十
一
条
の
三
の
四
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二

　
ま
で
の
規
定
（
他
の
法
令
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
以
後
の
場
合
に
つ

　
い
て
適
用
し
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
前
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
一
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
組
合
員
又
は
同
法
第
五
十

　
七
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
に
、

　
特
定
給
付
対
象
療
養
（
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、

　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に

　
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

　
て
「
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
四

　
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康
保
険
法

　
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚

　
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
三
項
の
高
額

　
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
三
項
第
一
号
中
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ

　
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
四
千
四
百

　
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
四
項
の
高
額

　
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
四
項
第
一
号
中
「
三
万
千
五
十
円
。
た
だ

　
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
二
千
二
百

　
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
五
項
の
高
額

　
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
五
項
第
一
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と

　
あ
る
の
は
、
「
一
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等

　
に
つ
い
て
組
合
が
同
項
に
規
定
す
る
第
二
号
医
療
機
関
等
に
支
払
う
金
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二

　
号
イ
中
「
六
万
二
千
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
。
た

　
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
干
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に

　
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

　
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ

　
る
の
は
コ
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び

　
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
（
同
項
第
二
号
又

　
は
第
三
号
の
規
定
を
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政

　
令
第
三
百
五
十
七
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

　
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
一
号
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
第
二
号
及

　
ぴ
第
三
号
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

　
え
ら
れ
た
前
項
」
と
す
る
。

6
　
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五

　
十
六
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
並
び
に
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

　
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対

　
象
組
合
員
等
が
外
来
療
養
（
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た

　
場
合
に
お
い
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
同
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

　
る
一
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
新
国
共
済
令
弟
十
一
条
の
三
の
四

　
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条

　
の
三
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
及
び
新
国
共
済
令

　
第
十
一
条
の
三
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
中
「
組
合
員

　
に
支
給
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

　
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
附
則
第
十
一
条
第
四

　
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て

　
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
金
額

　
の
限
度
に
お
い
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
十
二
条
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
国
家
公
務

　
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正

　
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
国

　
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

　
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
ま
で
の
規
定
（
平

　
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
高
齢
者
の
医
療

　
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
第
五
条
の
規

　
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
（
同
条
第
一
項
の
規
定
を
附
則
第
三
十

　
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

　
た
同
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
令
第
五
条
の
規
定
に
よ

　
る
改
正
前
の
第
十
一
条
の
三
の
四
第
三
項
の
規
定
又
は
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
）
）
」
と
す
る
。

2
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済

　
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

　
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
国
共
済
令

　
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
ま

　
で
の
規
定
（
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）

　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
）
」
と
す
る
。

　
　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
次
条
及
ぴ
附
則
第
十
五
条
に
お
い
て
「
新

　
国
保
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
二
及
ぴ
第
二
十
九
条
の
二
か
ら
第
二
十
九
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
療
養
を
受

　
け
る
日
が
施
行
日
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
前
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

　
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
四
条
　
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
一

　
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

　
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の

　
　
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
新
国
保
令

　
第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及

　
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項

　
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適

　
用
す
る
。

2
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
係
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
の
高
額
療
養

　
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
中
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額

　
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
読

　
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
係
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
の
高
額
療
養

費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
五
項
第
一
号
中
「
三
万
千
五
十
円
。
た
だ
し
、
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
二
千
二
百
円
」
と
読

み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
係
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
の
高
額
療
養

費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
六
項
第
一
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
、

　
「
一
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
つ

　
い
て
保
険
者
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
二

千
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ

　
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係

　
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
コ
万
二

　
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

　
て
は
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

　
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
附
則
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
す

　
る
。

6
　
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保

　
険
者
が
外
来
療
養
（
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い

　
て
、
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

　
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
二
第

　
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の

　
四
第
三
項
中
「
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養

　
費
と
し
て
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
支
給
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
の

　
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

　
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
附
則
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高

　
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額

　
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
」

　
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
又
は
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
」
と
読

　
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
国
民
健
康

　
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

　
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
国
保
令
第

　
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

　
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
ま
で
の
規
定
（
平
成
二
十
年
四

　
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

　
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改

　
正
前
の
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
（
同
条
第
一
項
の
規
定
を
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

　
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
六
条
の
規
定
に

　
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
九
条
の

　
二
第
三
項
の
規
定
又
は
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
）
）
」
と
す
る
。

2
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法

　
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平

　
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
国
保
令
第
二
十
九

　
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
ま
で
の
規
定

　
　
（
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
高
齢
者
の

　
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
第
六
条

　
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
）
」
と
す
る
。

　
　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
次
条
及
び
附
則
第
十
八
条
に
お

　
い
て
「
新
地
共
済
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
三
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
の

　
六
ま
で
の
規
定
（
他
の
法
令
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
以
後
の
場
合
に

　
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
前
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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第
十
七
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
組
合
員
又
は
同
法
第
五

　
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
に
、

　
特
定
給
付
対
象
療
養
（
新
地
共
済
令
弟
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い

　
い
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一

　
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に

　
お
い
て
「
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の

　
三
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康

　
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定

　
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
三
項
の
高

　
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
三
項
第
一
号
中
「
六
万
二
千
百
円
。

　
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
四
千

　
四
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
の
高

　
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
四
項
第
一
号
中
「
三
万
千
五
十
円
。

　
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
二
千

　
二
百
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4
　
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
五
項
の
高

　
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
五
項
第
一
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」

　
と
あ
る
の
は
、
「
一
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員

　
等
に
つ
い
て
組
合
が
同
項
に
規
定
す
る
第
二
号
医
療
機
関
等
に
支
払
う
金
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第

　
二
号
イ
中
「
六
万
二
千
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
万
千
五
十
円
）
。

　
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養

　
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

　
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
」
と
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と

　
あ
る
の
は
コ
万
二
千
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及

　
ぴ
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
（
同
項
第
二
号

　
又
は
第
三
号
の
規
定
を
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年

　
政
令
第
三
百
五
十
七
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

　
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
一
号
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
第
二
号

　
及
び
第
三
号
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

　
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
す
る
。

6
　
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

　
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
の
規
定
並
び
に
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

　
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
九
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
平
成
二
十
年
度
特
例

　
措
置
対
象
組
合
員
等
が
外
来
療
養
（
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）

　
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
同
法
第
六
十
二
条
の
二
第
一

　
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
新
地
共
済
令
弟
二
十

　
三
条
の
三
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
地
共

　
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定

　
及
び
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
九
条
第
五
項

　
の
規
定
中
「
組
合
員
に
支
給
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
高

　
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）

　
附
則
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に

　
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）

　
を
控
除
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
地
方
公
務

　
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改

　
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新

　
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

　
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
ま
で
の
規
定
（
平

　
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
高
齢
者
の
医
療

　
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
第
七
条
の
規

　
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
（
同
条
第
一
項
の
規
定
を
附
則
第
五

　
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

　
れ
た
同
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
令
第
七
条
の
規
定

　
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
三
項
の
規
定
又
は
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
）
）
」
と
す
る
。

2
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
を
含
む
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共

　
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

　
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
地
共
済

　
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
ま

　
で
の
規
定
（
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）

　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
）
」
と
す
る
。

　
（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
　
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
二
項
か
ら

　
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
七
項
」
に

　
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五

　
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
一
条
の
三

　
の
四
第
六
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
八
項
」
に
改
め
、
「
二
万
千
円
」
の
下
に
「
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施

　
行
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万

　
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十
一
条
第
六
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
七
条
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
二

　
万
千
円
」
の
下
に
「
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時

　
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
」
を
加
え
る
。

　
　
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

　
正
）

第
二
十
条
　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

　
成
八
年
政
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
二
条
第
十
二
号
中
「
第
四
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
七
項
」
に
、
「
及
び
第
二
項
」
を
「
及
び

　
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
号
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
、
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」

　
に
改
め
、
同
条
第
十
八
号
中
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
七
項
」
に
、
「
第
二
項
」

　
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
号
中
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
五
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
七

　
項
」
に
、
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　
（
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
ぴ
厚
生
年
金
保
険

　
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政

　
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生

　
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に

　
関
す
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
十
一
条
第
二
項
第
二
十
号
中
「
第
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。
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（
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

　
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十

　
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
額
）
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ

　
中
「
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
平
成
二

　
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養

　
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
額
）
」
を
「
額
」

　
に
改
め
、
同
条
第
三
項
各
号
中
「
同
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二

　
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
」
を
削
り
、
「
額
）
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
各
号
イ
に
定

　
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
」
を
削

　
り
、
「
同
項
各
号
イ
に
定
め
る
額
）
」
を
「
当
該
各
号
イ
に
定
め
る
額
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
一
年
三
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保

　
険
者
等
」
を
「
平
成
二
十
年
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
平

　
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
を
「
平
成
二
十
年
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
（
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規

　
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
」

　
を
「
と
み
な
さ
れ
る
日
（
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

　
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
い
う
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
当
該
基

　
準
日
」
を
「
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
基
準
日
」

　
を
「
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
附
則
第
四

　
十
五
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
四
十
五
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条
第
四

　
項
」
に
、
「
附
則
第
五
十
八
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
八
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項
」
を
「
附

　
則
第
三
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
基
準
日
」
を
「
基
準
日
と
み
な

　
さ
れ
る
日
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
附
則
第
三
十
四
条
第
六
項
」
を
「
附
則
第
三
十
四
条

　
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

　
　
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
第
二
号
中
「
（
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十

　
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
」
を
「
と
み
な
さ
れ
る
日
（
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六

　
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日

　
と
み
な
さ
れ
る
日
を
い
う
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
七
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
当
該
基
準
日
」
を
「
当
該
基
準
日
と

　
み
な
さ
れ
る
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
基
準
日
」
を
「
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る

　
日
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
七
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
」
を
「
附
則

　
第
三
十
三
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
四
十
五
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
五
十
二
条

　
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
五
十
八
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
八
条
第
四
項
」
に
、

　
　
「
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
三
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

　
　
附
則
第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
第
三
十
九
条
第
五
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
九
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
八
月
か

　
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
額
）
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
平
成
二

　
十
二
年
七
月
」
を
「
十
一
一
月
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
を
受
け
る

　
月
が
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
額
）
」
を
「
額
」
に
改
め
、

　
同
条
第
三
項
各
号
中
「
同
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

　
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
」
を
削
り
、
「
額
）
」
を
「
額
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
一
年
三
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保

険
者
」
を
「
平
成
二
十
年
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成

二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
」
を
「
平
成
二
十
年
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
三
十
九
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
（
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日

を
含
む
」
を
「
と
み
な
さ
れ
る
日
（
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
国
保
令
第
二
十
九

条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
い
う
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
七
月
」
を
「
十

二
月
」
に
、
「
当
該
基
準
日
」
を
「
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第

六
項
中
「
基
準
日
」
を
「
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
七
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
、
同
項

の
表
中
「
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項
」
を
「
附

則
第
四
十
五
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
五
十
八

条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
基
準
日
」

を
「
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
七
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
附
則
第
三
十
四
条
第
六
項
」
を

「
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

　
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十

年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
額
）
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ

中
「
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
四
十
五
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
平
成
二

十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養

を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
額
）
」
を
「
額
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
各
号
中
「
同
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二

十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
」
を
削
り
、
「
額
）
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
各
号
イ
に
定

め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
」
を
削

り
、
「
同
項
各
号
イ
に
定
め
る
額
）
」
を
「
当
該
各
号
イ
に
定
め
る
額
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
一
年
三
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保

険
者
等
」
を
「
平
成
二
十
年
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平

成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
を
「
平
成
二
十
年
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
四
十
五
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
（
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
船
保
令
第
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
」
を
「
と

み
な
さ
れ
る
日
（
新
船
保
令
第
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
い
う
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
当
該
基
準
日
」
を
「
当

該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
基
準
日
」
を
「
基
準
日
と

み
な
さ
れ
る
日
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
」

を
「
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第

五
十
八
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
八
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
三
十
九
条
第

四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
基
準
日
」
を
「
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
、
「
平

成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
附
則
第
三
十
四
条
第
六
項
」
を
「
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

　
附
則
第
四
十
六
条
第
一
一
項
中
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
ぴ
」
を
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
」
に
、
「
高
額
医
療
合
算
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
」
を
「
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
三
十
四

条
第
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
附
則
第
三
十
三
条
第

五
項
各
号
」
を
「
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項
各
号
」

を
「
附
則
第
四
十
五
条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項
各
号
」
を
「
附
則
第

五
十
二
条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
附
則
第
五
十
八
条
第
五
項
各
号
」
を
「
附
則
第
五
十
八
条
第

四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項
各
号
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条
第
四
項
各
号
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項
各
号
」
を
「
附
則
第
三
十
九
条
第
四
項
各
号
」
に
、
「
同
条
第

七
項
第
二
号
イ
」
を
「
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
七
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
五
十
条
第
一
項
中
「
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十

年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
金
額
）
」
を
「
金
額
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
イ
中
「
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
平

成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
療
養
の
給
付
又

は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
金
額
）
」

を
「
金
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に
定
め
る
金
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平

成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
」
を
削
り
、
「
金
額
）
」
を
「
金
額
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
一
年
三
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合

員
等
」
を
「
平
成
二
十
年
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成

二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
」
を
「
平
成
二
十
年
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
準

用
す
る
第
五
十
七
条
第
五
項
」
を
「
準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
五
十
二
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
（
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な

さ
れ
る
日
を
含
む
」
を
「
と
み
な
さ
れ
る
日
（
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
国

共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
い
う
」
に
、
「
平
成
二
十

二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
当
該
基
準
日
」
を
「
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
基
準
日
」
を
「
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二

月
」
に
改
め
、
同
項
の
表
の
下
欄
中
「
附
則
第
五
十
八
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
八
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第

五
十
二
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
三
十
三
条
第

四
項
」
に
、
「
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
四
十
五
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項
」
を
「
附

則
第
三
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
基
準
日
」
を
「
基
準
日
と
み
な

さ
れ
る
日
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
附
則
第
三
十
四
条
第
六
項
」
を
「
附
則
第
三
十
四
条

第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

　
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二

十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
金
額
）
」
を
「
金
額
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
イ
中
「
附
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
五
十
八
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
平

成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
療
養
の
給
付
又

は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
金
額
）
」

を
「
金
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に
定
め
る
金
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平

成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
」
を
削
り
、
「
金
額
）
」
を
「
金
額
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
一
年
三
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合

員
等
」
を
「
平
成
二
十
年
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成

二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
」
を
「
平
成
二
十
年
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
五
十
八
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
（
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ

る
日
を
含
む
」
を
「
と
み
な
さ
れ
る
日
（
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
地
共
済
令

第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
い
う
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
八
月
」

を
「
十
二
月
」
に
、
「
当
該
基
準
日
」
を
「
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
六
項
中
「
基
準
日
」
を
「
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
、

同
項
の
表
の
下
欄
中
「
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
三
十
三
条
第
五

項
」
を
「
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
四
十
五
条
第
四
項
」
に
、
「
附

則
第
三
十
九
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
三
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中

　
「
基
準
日
」
を
「
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
八
月
」
を
「
十
二
月
」
に
、
「
附
則
第
三
十
四
条

第
六
項
」
を
「
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
務
大
臣
　
鳩
山
　
邦
夫

　
　
財
務
大
臣
　
中
川

文
部
科
学
大
臣
　
塩
谷

厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添

　
　
防
衛
大
臣
　
浜
田

靖要　昭
一一 ｧ一

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

　
　
国
務
大
臣
　
河
村
　
建
夫

府

令

O
内
閣
府
令
第
七
十
一
号

　
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
地
域
再
生
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
河
村
　
建
夫

　
　
　
地
域
再
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

　
地
域
再
生
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
条
第
三
号
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
、
「
同
項
第
五
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

「、

謗
O
号
又
は
第
五
号
」
を
「
又
は
第
四
号
」
に
、
「
同
項
第
五
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
、
「
第
六
条
各
号
」
を
「
第

五
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
五
条
第
三
項
第
四
号
」
を
「
第
五
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第

六
号
中
「
第
五
条
第
三
項
第
六
号
」
を
「
第
五
条
第
三
項
第
五
号
」
に
、
「
次
条
第
八
号
」
を
「
次
条
第
七
号
」
に
改
め

る
。

　
第
二
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
第
五
条
第
三
項
第
四
号
」
を
「
第
五
条
第
三
項
第
三
号
」
に
、
「
第
二
十

一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
第
五
条
第
三
項
第

五
号
」
を
「
第
五
条
第
三
項
第
四
号
」
に
、
「
第
六
条
各
号
」
を
「
第
五
条
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、

同
条
第
八
号
中
「
第
五
条
第
三
項
第
六
号
」
を
「
第
五
条
第
三
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同

条
第
九
号
を
同
条
第
八
号
と
す
る
。

　
第
四
条
第
二
号
中
「
次
条
第
二
号
を
除
き
、
」
を
削
る
。

　
第
五
条
を
削
る
。

　
第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
条
第
三
項
第
五
号
」
を
「
第
五
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五

条
と
す
る
。

　
第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
条
第
三
項
第
五
号
」
を
「
第
五
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六

条
と
す
る
。

　
第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
第
十
三
条
第
三
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
五
条
第
二

項
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条
及
び
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
イ
③

中
「
第
三
十
一
条
第
七
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
二
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
三
条
各
号
」
を
「
第
十
二
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第

一
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　
第
十
七
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　
第
十
八
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
削
る
。

　
第
二
十
五
条
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
六
条
各
号
」
を

「
第
五
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

　
第
二
十
六
条
中
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

　
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

　
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
」
を
「
別
記
様
式

第
八
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

　
第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
一
」
を
「
別
記
様

式
第
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
五
条
各
号
」
を
「
第
二
十
一
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

二
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

　
附
則
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
一
号
イ
ω
」
を
「
第
十
二
条
第
一
号
イ
ω
」
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
二
中
「
戴
跳
頴
N
（
搬
①
熟
圖
痢
）
」
を
「
戴
博
識
N
（
頴
『
櫛
置
薬
）
」
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
三
中
「
蕪
毘
識
ω
（
韻
旨
櫛
圖
索
）
」
を
「
蕪
跳
瓢
ω
（
瓢
一
一
沿
圖
窺
）
」
に
改
め
る
。
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老発第1121001号
保発第1121001号
平成20年11月21日

都道府県知事　殿
　　　　　　　　　　鯉繭1

厚生労働省老健局．諸誌絹

　　　　　　　　　　罷幽窪

　　　　　　　　　　　　　ぴ　
　　　　　　　　　　ヂスバマい　ヘマ
厚生労働省保険局籍潮

臨磁甥1
高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を

　　　　　改正する政令の施行について

　高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令（平成20年政令第3

57号。以下r改正令」という。）が本日公布されたところであるが、改正令の趣旨及び

内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都道府県内の市町村（特別区を含

む。以下同じ。）、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合等に周知徹底を図られた

い。

記

第一　改正令の趣旨

　75歳に達したことによりそれまで加入していた医療保険制度から後期高齢者医療制

度に移行することによる家計負担の変動を抑えるため、一部負担金等の割合φ判定基準

並びに高額療養費の支給要件及び支給額等を見直すとともに、70歳から74歳までの

者について、一部負担金等の軽減のための公費負担医療が平成21年度においても継続

されることに伴い、平成21年度における高額療養費の算定基準額及び高額介護合算療

養費の介護合算算定基準額に関する経過措置を定めるものであること。

第二　改正令の内容

第1　高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成19年政令第318号。以下「高

　　齢者医療確保法施行令」という。）の一部改正（改正令第1条並びに附則第2条、



　第3条及び第22条関係ン

ー　一部負担金等の割合の判定基準に関する事項（高齢者医療確保法施行令第7条等

　関係）．

　　一部負担金等の割合について、療養を受ける被保険者が、以下のいずれの要件に

　も該当する場合、一部負担金等の割合が100分の30とならないこととしたこと。

　　①課税所得145万円以上かつ厚生労働省令で定めるところにより算定した収

　　　入の額が383万円以上の者

　　②　同一の世帯に他の被保険者がいない者であって、70歳以上75歳未満の高

　　　齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第7条第3項に規

　　　定する加入者がいるもの
　　③　当該被保険者及び②に規定する加入者について厚生労働省令で定めるところ

　　　により算定した収入の合計額が520万円未満の者

二　高額療養費の支給要件友び支給額等に関する事項（高齢者医療確保法施行令第1

　4条から第16条まで関係）

　1　高額療養費は、同一の世帯に属する被保険者について、一部負担金等の合算額

　　から2による高額療養費の額又は外来に係る高額療養費の額を控除した額が1高

　　額療養費算定基準額を超える場合に支給し、その額は、当該控除した額から高額

　　療養費算定基準額を控除した額を、当該世帯に属する個々の被保険者の一部負担

　　金等の合算額から2による高額療養費の額又は外来に係る高額療養費の額を控除

　　した額に応じて按分した額としたこと。

　2　高齢者医療確保法第52条第1号に該当するに至ったことにより月の初日以外

　　の日において後期高齢者医療の被保険者となった者が、．同日の属する月　（同日以

　　後の期間に限る。）に療養を受けた場合における高額療養費は、当該療養（3及

　．び4においてr75歳到達時特例対象療養」という。）に係る個人単位の一部負

　　担金等の合算額から当該月に受けた外来療養に係る高額療養費の額を控除した額

　　が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給し、その額は、当該控除した額か

　　ら高額療養費算定基準額を控除した額としたこと。

　3　75歳到達時特例対象療養について適用する高額療養費算定基準額は、当該療．

　　養を受けた者の所得区分に応じて、通常の高額療養費算定基準額の2分の1に相

　　当する額としたこと。

　4　75歳到達時特例対象療養に係る高額療養費を当該75歳到達時特例対象療養

　　を受けた保険医療機関に支払う場合についても、一部負担金等の額から通常の高

　　額療養費算定基準額の2分の1に相当する額を控除した額を限度として支払うこ

　　ととしたこと。

第2　健康保険法施行令（大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。）の一

　部改正（改正令第2条並びに附則第4条から第6条まで及び第22条関係）

　一　｝部負担金等の割合の判定基準に関する事項（健保令第34条等関係）

　　　一部負担金等の割合について、療養を受ける被保険者が、以下のいずれの要件に・

　　も該当する場合、一部負担金等の割合が100分の30とならないこととしたこと。



　　①　標準報酬月額28万円以上かっ厚生労働省令で定めるところにより算定した

　　収入の額が383万円以上の者
　　②’70歳以上の被扶養者がいない者であって、被扶養者であらた者（後期高齢

　　者医療の被保険者等（健康保険法（大正11年法律第70号）第3条第1項第

　　　7号に規定する者をいう。）となったため被扶養者でなくなった者であって、

　　　当該被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過する月までの間に限

　　　り、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等である者をいう。）がいる

　　　もの

　③　当該被保険者及び②に規定する被扶養者であった者について厚生労働省令で

　　　定めるところにより算定した収入の合計額が520万円未満の者

　　また、これに伴い、健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成20年政令

　第116号。以下「20年4月改正令jという。）附則第31条の経過措置（平成

　20年4月の改正により一部負担金の負担割合が2割から3割となる被保険者が受

　けた療養に係る高額療養費について、一般所得者に係る算定基準額により取り扱う

経過措置）の期間を平成20年12月までに短縮することとしたこと。

二　高額療養費の支給要件及び支給額等に関する事項（健保令第41条から第43条

　まで、第44条第1項等関係）

　1　次に掲げる療養（2から4までにおいてr75歳到達時特例対象療養」という。）

　　については、世帯合算又は70歳以上の世帯合算の高額療養費の支給額の算出の

　　前に、個人単位で支給額の算出を行うこととした；と。

　　①　75歳に到達し後期高齢者医痘の被保険者となったことにより健康保険の被

　　　保険者でなくなった者が、75歳に到達した月に受けた療養．

　　②　75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより健康保険の被

　　　扶養者でなくなった者が、75歳に到達した月に受けた療養

　　③　①の被保険者の被扶養者が、当該被保険者の75歳に到達した月に受けた療

　　　養

　2　75歳到達時特例対象療養について適用する高額療養費算定基準額（70歳以

　　上の外来のみに係る高額療養費算定基準額を含む。）は、当該療養を受けた者の

　　年齢友び所得区分に応じて、通常の高額療養費算定基準額の2分の1に相当する

　　額としたこと。

　3　75歳到達時特例対象療養に係る高額擦養費を当該75歳到達時特例対象療養

　　を受けた保険医療機関等に支払う場合についても、一部負担金等の額から通常の

　　高額療養費算定基準額の2分の1に相当する額を控除した額を限度として支払う

　　こととしたこと。

　4　r70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いにつ

　　いて」（平成20年2月21日保発第0221003号）別紙の「70歳代前半の被保

　　険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」に基づき、平成20年度の

　　臨時の特例措置（以下r70歳代前半の特例措置」という。）として、国が高齢

　　受給者が受け之療養に係る一部負担金等の一部に相当する額を高齢受給者に代わ

　　って保険医療機関等に支払うこととし、当該経過措置を受けた者に係る高額療養



　　費の経過措置を20年改正令附則第32条に規定しているところであるが、平成

　　21年1月から3月までに療養を受けた場合について、75歳到達時特例対象療

　　養を受けた場合も含めた経過措置の規定を定めたこと（改正令附則第5条）。ま

　　た、これに伴い、20年4月改正令附則第32条の適用期間を平成20年12月

　　までに短縮することとしたこと。

三　平成21年度における高額療養費の算定基準額及び高額介護合算療養費の介護合

　算算定基準額に関する経過措置（健保令附則第5条及び第6条関係）1

　　70歳代前半の特例措置を平成21年壌も継続することとしたことを踏まえ、平

　成21年度における高額療養費の算定基準額等について、平成21年1月から3月

　までに療養を受けた場合と同様とすることとしたこと。また、平成21年8月から

　平成22年7月までに受けた療養に係る高額介護合算療養費の介護合算算定基準額

　について、平成20年8月から平成21年7月までを計算期間とする場合と同様と

　することとしたこと。

第3　船員保険法施行令（昭和28年政令第240号）の一部改正（改正令第3条並び

　　に附則第7条から第9条まで及び第22条関係）

　　健保令の一部改正に準じた改正をすることとしたこと。

第4　国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号。以下「国保令』という。）

　　の一部改正（改正令第6条並びに附則第13条から第15条まで及び第22条関係）

　一　一部負担金等の割合の判定垂準に関する事項（国保令第27条の2等関係）

　　　一部負担金等の割合について、療養を受ける被保険者が、以下のいずれの要件に

　　も該当する場合、一部負担金等の割合が10分の3とならないこととしたこと。

　　　①．課税所得145万円以上かつ厚生労衝省令で定めるところにより算定した収

　　　　入の額が383万円以上の者

　　　②同一の世帯に他の70歳以上75歳未満の被保険者がいない者であって・国

　　　　保令第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者がいるもの

　　　③　当該被保険者及び特定同一世帯所属者について厚生労働省令で定めるところ

　　　　により算定した収入の合計額が520万円未満の者

　　　また、申これに伴い、20年4月改正令）附則第37条の経過措置（平成20年4

　　月の改正により一部負担金の負担割合が2割から3割となる被保険者が受けた療養

　　に係る高額痘養費について、一般所得者に係る算定基準額により取り扱う経過措置）

　　の期間を平成20年12月までに短縮することとしたこと。

　二　高額療養費の支給要件及び支給額等に関する事項（国保令第29条の2から第2

　　9条の4まで、第29条の4の2第1項等関係）
　　1　次に掲げる療養（2から4までにおいてr75歳到達時特例対象療養』という。）

　　　については、世帯合算又は70歳以上の世帯合算の高額療養費の支給額の算出の

　　　前に、個人単位で支給額の算出を行うこととしたこと。

　　　①　75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったととにより国民健康保険

　　　　の被保険者でなくなった者が、75歳に到達した月に受けた療養



　　②　被用者保険の被保険者が75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となった

　　　ことにより国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険の被保険

　　　者の被扶養者が、国民偉康保険の被保険者の資格を取得した月に受けた療養

　　③　国民健康保険組合の組合員が75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者とな

　　　つたことにより当該国民健康保険組合の被保険者の資格を喪失した当該組合員

　　　の世帯に属する被保険者が、当該国民健康保険組合の資格を喪失した月に受け

　　　た療養

　　④　国民健康保険組合の組合員が75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者とな

　　　つたことにより当該国民健康保険組合以外の国民健康保険の被保険者の資格を

　　　取得した当該組合員の世帯に属する被保険者が、当該国民健康保険の被保険者

　　　の資格を取得した月に受けた療養．

　2　㌘5歳到達時特例対象療養について適用する高額療養費算定基準額（70歳以

　　上の外来のみに係る高額療養費算定基準額を含む。）は、当該療養を受けた者の

　　年齢及び所得区分に応じて、通常の高額療養費算定基準額の2分の1に相当する

　　額としたこと。

　3　75歳到達時特例対象療養に係る高額療養費を当該75歳到達時特例対象療養

　　を受けた保険医療機関に支払う場合についても、一部負担金等の額から通常の高

　　額療養費算定基準額の2分の1に相当する額を控除した額を限度として支払うこ

　　ととしたこと。

　4　70歳代前半の特例措置）として、国が高齢受給者が受けた療養に係る一部負

　　担金等の一部に相当する額を高齢受給者に代わって保険医療機関等に支払うこと

　　とし、当該経過措置を受けた者に係る高額療養費の経過措置を20年改正令附則

　　第38条に規定しているところであるが、平成21年1月から3月までに療養を

　　受けた場合について、75歳到達時特例対象療養を受けた場合も含めた経過措置

　　の規定を定めたこと（改正令附則第14条）。また、これに伴い、20年4月改

　　正令附則第38条の適用期間を平成20年12月までに短縮することとしたこ

　　と。　　　　　　　　　　　　’

三　平成21年度における高額療養費の算定基準額及び高額介護合算療養費の介護合

　算算定基準額に関する経過措置（国保令附則第2条の2及び第2条の3関係）

　　70歳代前半の特例措置を平成21年度も継続することとしたことを踏まえ、平

　成21年度における高額療養費の算定基準額等について、平成21年1月から3月

　までに療養を受けた場合と同様とすることとしたこと。また、平成21年8月から

　平成22年7月までに受けた療養に係る高額介護合算療養費の介護合算算定基準額

　について、平成20年8月から平成21年7月までを計算期間とする場合と同様と

　することとしたこと。

第5　介護保険法施行令（平成10年政令第412号）の一部改正（改正令第8条関係）

　　70歳代前半の特例措置を平成2エ年度も継続することとしたことを踏まえ、70

　歳から74歳までの者に対する平成21年8月から平成22年7月までに受けた居宅

　サービヌ等又は介護予防サービス等に係る高額医療合算介護（介護予防）サービス費



の医療合算算定基準額について、平成20年8月から平成21年7月までを計算期間

とする場合と同様とすることとしたこと。（介護保険法施行令附則第11条関係）

第三　施行期日

　改正令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、平成21年度における高額療

養費の算定基準額及び高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置に係

る改正部分については、平成21年4月1日から施行する。



事　　務　　連　　絡

平成20年11月25日

社団法人日本医師会　御中

厚生労働省保険局高齢者医療課

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の

　　　施行に伴う医療機関等における留意事項について

　長寿医療制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。

　さて、本年9月9日の与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチームにお

いて、長寿医療制度に係る75歳到達月の自己負担限度額の特例の創設及び現

役並み所得者の判定基準の見直しについて、以下のとりまとめが行われ、これ

を踏まえ、政府としては、見直しに係る改正政令を11月21目に公布し、来

年1月の施行に向けて準備をしているところです。

2．長寿医療制度の施行による加入関係の変化に伴う問題について

（1）月の途中で75歳となり長寿医療制度に移行する場合、移行前後の医

　療保険制度においてそれぞれ自己負担限度額を支払い、限度額が2倍に

　　なるという問題が生じうる。これについては、従前と同様の限度額とな

　　るよう、75歳に到達した月において、移行前後の医療保険制度におけ

　　る自己負担限度額をそれぞれ本来額の2分の1に設定することとし、平

　　成21年1月から実施する。

　　　なお、平成20年4月以降についても、この方針に沿って同様の取扱

　　いとすることとし、具体的な事務手続等をさらに詰める。

（2）長寿医療制度の創設に伴い、一部の方については、世帯構成及び収入

　　が変わらないにもかかわらず新たに現役並み所得者と判定され、自己負

　　担割合が1割から3割となるという問題がある。これについては、従前

　　と同様1割負担のままとすることとし、平成21年1月から実施する。

　つきましては、11月21目付けで都道府県及び都道府県後期高齢者医療広

域連合あて発出した改正政令の施行通知を別添のとおり情報提供いたしますと



ともに、その施行に当たり医療機関等において御留意いただきたい事項につい

て下記のとおりお示ししますので、その内容について御承知いただき、管下関

係機関に対して周知していただきますようお願いいたします。

記

1　75歳到達月の自己負担限度額の特例

　1　内容

　　75歳に到達し、長寿医療の被保険者となった方が、当該75歳に到達し

　た月に療養を受けた場合、個人単位の一部負担金等の合算額について通常の

　高額療養費の算定基準額の2分の1の算定基準額を適用して高額療養費を

　支給する特例を設けるものです。（別紙1及び2）

　2　留意事項

　　今回の措置により、来年1月から、75歳年齢到達月における自己負担

　限度額は別紙3のとおりとなります。

　　　なお、75歳に到達し長寿医療の被保険者となったことにより健康保険

　の被保険者でなくなった方の被扶養者（被用者保険の被扶養者から国民健

　康保険の被保険者に移行することとなる。）が、当該長寿医療被保険者の7

　　5歳に到達した月に療養を受けた場合についても、同様に自己負担限度額

　　が2分の1となりますので、御留意いただくようお願いします。

皿　現役並み所得者の判定基準の見直し

　1　内容

　　長寿医療制度への移行に伴い、新たに現役並み所得者となった方（※）に

　ついて、従前と同様の負担割合（1割）となるよう措置するものです。（別

　紙4）
　　　※　課税所得145万円以上かつ収入383万円以上の方（世帯内に長
　　　　寿医療被保険者が一人である方に限る。）であって、その属する世帯

　　　　の70～74歳の方を含めた収入の合計額が520万円未満である
　　　　方。

　　　　　具体的には、現在の被保険者証のr一部負担金の割合」欄に、

　　　　①　　「3割・自己負担限度額一般適用」と記載されているすべての被

　　　　　保険者と、

　　　　②　　r3割」と記載されている被保険者のうち一部の方

　　　　となります。



2　留意事項

　対象となる方については、以下のとおり来年1月からの一部負担金の負担

割合を「1割」とした被保険者証を年内（※）に交付することとしています

ので、医療機関等において一部負担金の負担割合を確認する際には、御留意

いただくようお願いします。

①　　Hの1の①に該当する被保険者について

　　　　「一部負担金の割合」欄に「1割（※平成20年12月31日までは

　　3割・自己負担限度額「一般」適用）」と記載した被保険者証（別紙5）

　　を交付

②　　Hの1の②に該当する被保険者について

　　　当該被保険者からの申請により要件に該当するかどうか判定した上

　　で、該当する方に対し、「一部負担金の割合」欄に「1割（平成20年

　　12月31目までは3割）」と記載した被保険者証（別紙6）を交付

※　②に該当する被保険者については、各都道府県後期高齢者医療広域連

　合において定めた申請期限までに申請のあった場合に限り、年内に交付

　することとしており、申請期限以降に申請があったものについては、随

　時交付することとしています。

（担当）

厚生労働省保険局高齢者医療課

企画法令係　反田・嶋

　　　　　TEL　O3－5253－1111
　　　　　　　（内線）3199・3198



７５歳到達月の患者負担の限度額が２倍となることについて

４月 ５月 ６月７５歳年齢到達日

自己負担限度額
４４，４００円

自己負担限度額
４４，４００円

自己負担限度額
４４，４００円

自己負担限度額
４４，４００円

国保
（健康保険）

長寿医療

国
保
（
健
康
保
険
）
→
長
寿
医
療

【概要】
月の途中で７５歳の誕生日を迎えて長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の

被保険者となる場合、それまで加入していた医療保険制度（国保・被用者保険）
で自己負担限度額まで負担し、長寿医療制度でも自己負担限度額まで負担す
ることとなることから、被保険者から見れば、一部負担金等の額が前月と比べ
て２倍となることが生じうる。

【現状】（自己負担限度額の区分が一般の場合）

７月

４４，４００円 ８８，８００円 ４４，４００円
別紙１



「７５歳到達月における自己負担限度額の特例」の創設について

４月 ５月 ６月７５歳年齢到達日

自己負担限度額
４４，４００円

自己負担限度額
４４，４００円

国保
（健康保険）

長寿医療

【対応案】
７５歳到達月については、誕生日前の医療保険制度（国保・被用者保険）と誕生日後

の長寿医療制度における自己負担限度額を本来額の２分の１に設定する。→（７５歳到
達月における自己負担限度額の特例）

これにより、誕生月における自己負担限度額の合計は前月と同様になり、月の途中に
７５歳になることに起因して、一部負担金等の額が増額となることは解消される。

【施行日等】

平成２０年１１月２１日政令改正の公布 平成２１年１月１日施行

【具体例】（自己負担限度額の区分が一般の場合）

７月

自己負担限度額
２２，２００円

自己負担限度額
２２，２００円

４４，４００円 ４４，４００円４４，４００円

国
保
（
健
康
保
険
）
→
長
寿
医
療

※ 被用者保険本人が長寿医療に移行したことにより、その被扶養者が国保に移行する場合も 、同様の措置を講ずる。 別紙２



（注１） 金額は１月当たりの限度額。（ ）内の金額は、多数該当（過去１２ヶ月に３回以上高額療養費の支給を受け４回目の支給に該当）の場合。

（注２） 「７５歳到達月における自己負担限度額の特例」における １％部分は、医療費が、133，500円を超える部分について、１％を負担する。

（注３） 「７５歳到達月における自己負担限度額の特例」は、個人ごとに限度額を適用する。なお負担すべき額がある場合は、通常の限度額で世帯合算を行う。

（注２） ７０歳から７４歳の自己負担限度額については、２０年度における自己負担限度額である。

【７５歳の誕生月以外】 【７５歳の誕生月】

Ⅱ

44,400円12,000円一 般

15,000円

24,600円

8,000円

Ⅰ
（年金収入80万
円以下等）

(

住
民
税
非
課
税)

低

所

得

者

80,100円
+1%

(44,400円)
44,400円

現役並み所得者
（月収28万円以上、
課税所得145万円以上）

外来（個人）

自己負担限度額
（世帯合算）

７
０
歳
以
上

「７５歳到達月における自己負担限度額の特例」の設定方法について

Ⅱ

44,400円6,000円一 般

15,000円

24,600円

4,000円

Ⅰ
（年金収入80万
円以下等）

(

住
民
税
非
課
税)

低

所

得

者

80,100円
+1%

(44,400円)
22,200円

現役並み所得者
（月収28万円以上、
課税所得145万円以上）

外来（個人）

自己負担限度額
（世帯合算）

40,050円
+1%

(22，200
円)

22,200円

12,300円

7,500円

７５歳到達月における自己
負担限度額の特例

個人合算

別紙３



【問題の所在】
○ 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の創設により、現役並み所得者の判定基準について、同一の
世帯に属する被保険者のみの所得及び収入をもとに判定することとしたことに伴い、一部に現役並み
所得者に移行する方が生じている。

〈対象者〉
○ 課税所得１４５万円以上及び年収３８３万円以上であり、同一世帯に他の長寿医療制度の被保険者
がいない者であって、かつ、その者及び同一世帯の７０歳上の者の年収の合計が５２０万円未満のもの。

〈経過措置〉
○ 平成２０年８月からの２年間は、上記対象者は３割負担となるが、その者及び同一世帯に属する７０
歳以上の者の年収の合計が５２０万円未満である旨の申請をすれば、 自己負担限度額について一般
並みに据え置く経過措置を設けている。
※ 平成２０年４月～７月の間は、経過措置として、老人保健制度と同様に、同一世帯に属する７０歳以上の方（６５歳以上で障害認定を
受けている方を含む）の所得及び収入で判定。

【対応】
○ 上記対象者が、その者及び同一世帯に属する７０歳以上の者の年収の合計が５２０万円未満である
旨の申請をすれば、 １割負担となるよう政令改正を行う。
※ 被用者保険及び国保に加入する７０～７４歳の方についても、同様の政令改正を行う。
※ 現在、平成２０年８月からの経過措置の対象になっている者は、職権で１割負担の被保険者証を１２月中に送付する。
※ 上記対象者の要件を満たしている場合であっても、経過措置の申請をしていない者がいることから、各広域連合において、当該要件

に該当し得る被保険者あて申請勧奨を行う。

【施行日等】
○ 平成２０年１１月２１日政令改正の公布 平成２１年１月１日施行

長寿医療制度の創設により新たに現役並み所得者になる方への対応について長寿医療制度の創設により新たに現役並み所得者になる方への対応について

Ｈ20．4～Ｈ20．7
定率負担 １割
自己負担限度額 ４４，４００円
外来限度額 １２，０００円

H20．8～
３割

４４，４００円

１２，０００円

H21．1～
１割

４４，４００円

１２，０００円 別紙４



有効期限

後期高齢者医療被保険者証

被保険者番号

住 所

氏 名

被

保

険

者 生年月日

資格取得年月日

交付年月日

一部負担金

の割合

保険者番号

並びに保険

者の名称及

び印

発 効 期 日

割・自己負担限度額「一般」適用）　　
１割（※　平成２０年１２月３１日までは３

別紙５



有効期限

後期高齢者医療被保険者証

被保険者番号

住 所

氏 名

被

保

険

者 生年月日

資格取得年月日

交付年月日

一部負担金

の割合

保険者番号

並びに保険

者の名称及

び印

発 効 期 日

　　　
１割（平成２０年１２月３１日までは３割）
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